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割戻金について

　毎年、年度末日（3月31日）の決算で剰余が生じた場合、3月31
日現在の共済契約者に、その年度中の払込掛金額に応じた割戻金を
お戻しします。割戻金は、７月下旬から９月上旬までに掛金振替指
定口座（又は割戻金等の振込預貯金口座）にお振り込みします。割
戻金が払込掛金額の５％を上回るときは、割戻金の中から払込掛金
額の５％相当額を出資金に振り替えさせていただきます。

解約・脱退の手続き

　解約・脱退される場合は、お電話等で組合所定の用紙をご請求い
ただき、この用紙に署名捺印のうえ共済加入証書を添えてお送りく
ださい。ただし、「最終の共済掛金振替日」と「保障の終了日」に
つきましては、掛金払込方法等により異なりますので、お問い合わ
せください。
　なお、お預かりしていた出資金につきましては、手続き終了後に
掛金振替指定口座（又は割戻金等の振込預貯金口座）にお支払いい
たします。

契約内容の変更

　契約の内容について、次の変更が生じた場合又は次の変更を希望
する場合には、書面等によりその旨を通知してください。
 ・住所等の変更（転居又は町名・地番の変更等により生じた住所
等の変更）

 ・姓名の変更（改姓・改名により生じた姓名の変更）
 ・掛金の振替口座等の変更（金融機関、支店又は口座等の変更に
より生じた振替口座等の変更）

 ・共済金額の変更（共済金額の増額又は減額を希望する場合）

保険料控除について

　ライフ共済の掛金は保険料控除の対象となりません。
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